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家電量販店による小型廃家電品の回収について、小型家電リサイクル法施行以前は、同一商品の購
入を条件に、同品種、同数の不要となった小型リサイクル家電を無償で引き取る、いわゆる商慣習上の
無償下取りを行っており、結果的に引取数が制限されておりました。また、引き取った小型廃家電品の
多くは、産業廃棄物として資源を有効に利用することなく処理をされていましたが、 ２０１３年４月、小型
家電リサイクル法の施行により、多くの家電量販店が積極的に認定事業者や自治体と提携することに
より、お客様から多くの小型廃家電品の引取りが可能となりました。
排出者（お客様）との接点が多い家電量販店が、積極的に小型リサイクル家電の回収に取り組むこと
により、多くの小型廃家電が適正にリサイクル運用され、資源回収、廃棄物の適正処理、資源の有効
な利用の確保が図れ、循環型社会の形成に大きく貢献する事が出来ます。

【小型家電リサイクル引取料金、回収品種例】
Webサイトや店内に引取料金表を掲示し、

引取が可能な事をお客様に訴求しております。

家電量販店の小型家電リサイクルの取組意義

【小型家電リサイクル品年度別回収推移】
小型家電リサイクル法による回収に取組む事に
より年々回収量が増加しております。

※※

※上新電機の事例
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小型家電リサイクル品の回収方法①

◆ 店頭回収

認定事業者と連携している家電量販店の店舗では、
お客様（排出者）がお持ち込みされた小型廃家電品
を、全国の店舗（一部店舗除く）で、回収を行ってお
ります。店頭回収した小型廃家電品は、認定事業者
のリサイクル工場でリサイクルされます。

認定事業者と連携した家電量販店の店舗は全国を
網羅しほぼ年中営業しております。営業時間内であ
ればいつでも持込が可能であり、お客様（排出者）に
とって、家電量販店は回収拠点としての利便性が非
常に高く、排出しやすくなっておりますので、店頭で
の回収数は年々増加しております。
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店頭回収台数の

前年比率

全回収台数の内

店頭回収の率

2016年度 １２４．６％ ５８．４％

2017年度 １１２．１％ ６０．７％

2018年度 １１８．６％ ６０．３％

【店頭回収サービス例】 （ヤマダ電機の事例）

店舗でご用意している指定の段ボールに詰めら
れる分なら、複数の小型廃家電でも、一定の金
額で回収する、まとめて一括回収のお得なサー
ビスを実施しております。

【店頭での回収台数の増加率】上新電機の事例

Webサイトや店内に掲示し、お客様に訴求しております。



ご購入頂いた商品を配達した際、店頭での商談時に依頼を受けた、お客様宅にある不要な小型
廃家電品をお引き取りします。
お客様宅からの直接回収であるため、お客様（排出者）は物理的な手間なく排出出来ます。配達
した商品と同等の商品を処分する場合のほとんどが、配達時の回収をご利用され、それ以外の
小型廃家電品についても、事前に、店頭での商談時に依頼を受けたものに関して、配達時に回収
を行っています。又、小型廃家電品のみを回収するサービスも実施しております。
回収された小型廃家電品は指定の回収ルートに乗って、最終、認定事業者のリサイクル工場で
リサイクル処理されます。

小型家電リサイクル品の回収方法②

◆ 配達時回収

認定事業者Webサイトや店内に掲示し、商品配達時に引取が可能な事をお客様に訴求しております。
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小型家電リサイクル品の回収方法③

◆ 宅配便を利用した訪問回収（ビックカメラの事例）

認定事業者と連携した、宅配便を利用した回収です。 宅配便を利用しますので、全国から回収
が可能です。

具体的な回収手順ですが、お客様は、店舗かＥＣサイトにて家電の購入された際、ご不要となる
小型廃家電をリサイクルする為に店頭かＥＣサイトで小型家電リサイクル券を購入して頂きます。
購入したリサイクル券で、小型廃家電品の回収依頼をweb上で行って頂きます。

お客様（排出者）は小型廃家電品を段ボールにつめるだけで、後は指定の回収業者（宅配便業
者）がご自宅に回収に伺います。回収されたリサイクル品は指定の回収ルートに乗って、最終、
認定事業者のリサイクル工場でリサイクル処理されます。

4ビックカメラの事例Webサイトや店内に掲示し、お客様に訴求しております。



自治体との連携

各自治体からの要請により、自治体のホームページや広報誌等に、家電量販店で小型家電リサ
イクル認定事業者による店頭回収を行っている「店舗情報」「社名」「認定事業者」等を掲載し、自
治体と共に、小型廃家電品の資源循環を促進する取組に参画しております。

自治体が行っている、ボックス回収、ステーション回収、住民イベント参加回収等の「小型家電リ
サイクル回収事業」を自治体ホームページや広報等に掲載している中、回収方法の一つとして、
その地域に該当する家電量販店の回収店舗情報や社名を掲載する事により、住民からの回収
方法の選択肢も増え、資源回収が一層促進すると見込まれます。

◆ 自治体ホームページ等への量販店回収店舗等の掲載

【西宮市のホームページ掲載例】 【神戸市の回収案内チラシ掲載例】
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小型家電の制度対象品目

◆ 小型家電リサイクル品の対象品目について
①小型家電リサイクル制度の対象品目
商品の多様化に伴い、小型家電対象商品の境界が不明確な製品があり、明確な境界線が
必要と考えます。
［商品事例］
・食洗機、オーブンレンジ等、ビルトイン製品が存在するもの
・電力を使用するが品目設定が無いもの（電動ゆりかご、井戸水ポンプ）や加熱式タバコ等
・プリンターなど、家庭用、業務用の区別がわかりにくい機器があり、一般家庭でも複合機、
大型プリンターの所有や、企業が一般家庭で使用するプリンター所有があり、回収の是非
の判断とお客様への説明が難しい。

②石油暖房機器の取り扱い
残油による火災が懸念されます。残油の取出しが難しい構造になっており、廃棄が困難な品
であるため、お客様からの回収需要は多いですが、一部の量販店では取扱いを控えていま
す。製造業者などから、現実論として、どのように取り扱うのが適切なのか対処法の指導が
必要と考えます。

③特定対象品目の見直し
標準的なケースにおいて無償での引渡が可能となる品目として特定対象品目が設定されて
いるが、パソコン、携帯等は、現状個人情報の取扱い対策等の経費増、有用資源売却益の
減少等により、特定対象品目の見直しが必要と考えます。



小型家電リサイクルの取組に関する課題

◆ 配達時回収時の追加引取について

お客様（排出者）宅にご購入頂いた商品の配達時に、事前に店頭での受付を行っていない小型
廃家電品の回収依頼を受ける事があります。その際に引き取る小型廃家電品は、特定商取引
法によるクーリングオフの適用を受けますが、回収した廃家電品を、回収した際と同様の状態で
８日間保管する等のクーリングオフの対応は非常に困難なので、事実上、お客様宅での、事前
に受付していない追加引取は行えない状況となっております。

お客様（排出者）宅での追加引取は、お客様（排出者）の利便性が高く、多くの需要があり、実施
すれば回収台数の大幅な増加が見込めますので、お客様（排出者）が、現地で小型廃家電品の
追加回収を希望する場合は、クーリングオフの対象から外す事が必要と考えます。

昨今の運搬コスト、及び廃棄物輸出規制によるダスト処理コスト高騰により、事業採算性が 低下
しており、お客様の負担増を危惧しております。

7

◆ 処理費用について

以上


